
１２ 性的マイノリティ（用語の解説 参照）の人権問題 

（１）現状と課題 

 これまで社会では、性は男性と女性の２つに分けられ、異性を好きになると

いうことがあたり前と捉えられてきました。しかし、今、性のありようは多様

であるということが少しずつ認識されてきています。 

 性的マイノリティとは心と体の性が一致しない人（性同一性障がい等）や、

好きになる人が異性であるとは限らない人など、性のありようについて少数派

といわれる人たちのことを言い、ＬＧＢＴ（用語の解説 参照）という言葉で表

すこともあります。 

 日々の生活の中であたり前と思われている男女の区別が辛く、受け入れがた

く感じている人や、性的マイノリティへの日常的な差別言動などから、学校、

職場、地域など周囲の人からの偏見や差別を恐れ、カミングアウト（用語の解

説 参照）できずに苦悩されている人もいます。 

また、性の区分を前提にした社会生活、制度上の制約などさまざまな問題が

あることから、この解消に向けた取り組みを推進していくことが必要です。 

 国においては、平成１６（２００４）年に「性同一性障害者の性別の取扱い

の特例に関する法律」が施行され、一定の基準を満たす人は戸籍の性別変更が

可能となりました。 

また、平成２７（２０１５）年には、渋谷区で同性カップルを「結婚に相当

する関係」として認める「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進す

る条例（同性パートナーシップ条例）」が制定され、渋谷区を筆頭に現在は全国

に６つの自治体で導入されています。このような自治体の動きの他にも、複数

の企業が同性パートナーにも配偶者と同様の福利厚生制度を適用するなど、性

の多様性を尊重する取り組みが進んでいます。 

 本市では、平成１５（２００３）年から申請書等に不必要な性別記載を削除

するなどの取り組みを実施しています。また、リーフレットを作成し啓発にも

努めています。 

 今後も性的マイノリティの人権について多くの人に理解され、自分らしく生

きることがあたり前となるよう、教育・啓発等に取り組んでいく必要がありま

す。 

 

（２）施策の推進方針 

 一人ひとりの性のありよう（セクシュアリティ）は、個性と同じで一人ひと

り違うということの理解を進めるため、また、性的マイノリティの人への差別

や偏見が解消されるよう関係機関と連携し、正しい認識と理解が深まるよう教

育・啓発に努めます。 



 各種申請書等の公文書について、不必要な性別等の記載を省略するよう引き

続き関係機関にも働きかけるとともに、安心して生活するために必要な社会的

サービスの提供や社会の諸制度等におけるさまざまな課題について、検討を進

めていきます。 


